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今回紹介する研究 
Efrat, Asif and Abraham L. Newman. 2018. “Divulging data: Domestic determinants of international 

information sharing”, The Review of International Organizations, 13(3): 395-419. 

 
本研究の中心テーマは「どのような国々の間で機密情報のやり取りがなされるのであろ

うか」という問題である。機密情報を交換するには、相当の信頼感が求められる。著者たち
は、「国内の法制度により国際協力の存在を説明することが可能である」という仮説を立て、
それを定量的に検証した。 
 
従来の国際関係論研究 
 
従来の国際関係論は国内要因を無視するか、国内要因のうち一つの側面、つまり国内政治

体制、特に民主主義にのみ極めて強い関心を示してきた。例えば「民主主義国家どうしは戦
争をしない」というデモクラティック・ピース理論（Maoz and Russett 1993）や、「アメリ
カが構築する国際秩序はリベラルなものになる」という理論（Ruggie 1982）が人気を得て
きた。 
これら国内政治体制を扱うものとは異なって、本研究は国内法制度という新たな切り口

から国際協力の国内要因に光を当てようとする。また、法学と国際関係論を融合させるよう
な、極めて興味深い試みでもある 1。具体的には、「英米法」、「大陸法」といった観点から国
内法制度を分類し、国際協力の存在を説明しようとする。 
 

https://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/hamanaka_shintaro.html
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国内政治制度と国内法制度のどちらが重要か 
 
本研究の関心事項は国家間のセンシティブな情報のやり取りで、被説明変数は刑事共助

条約 2の締結状況だ。例えば、どのような国の間で自由貿易協定（以下、FTA）を締結する
のかという問題については、経済規模や二国間の距離が FTA を有意に説明することが知ら
れているが（Baier and Bergstrand 2004）、刑事共助条約についても同じ変数で説明できる
のであろうか。あるいは、非経済的な変数が説明力をもつのか。また、従来の政治学者・国
際関係論学者の主張どおり、民主主義国家どうしで機密情報が交換されるのであろうか。  
著者たちはまず、情報のやり取りに関する理論的考察を行う。第一に、司法制度の独立性

に着目する。司法制度の独立性は、条約により課せられる国際的義務に対する裁判官の行動
に直接影響を与えうるからだ。ここで問題となるのは独立性の程度の「類似性」であり、司
法独立度合いの「高い国どうし」のみならず「低い国どうし」も協力すると想定される。第
二に、国内法制度である。法制度は、英米法、大陸法、イスラム法に分類される。国家は国
内法制度と整合的な国際協定を締結したがるという想定である。つまり、英米法国家は英米
法的な国際協定を好むと想定する。 
定量分析により、いくつかの興味深い事実が判明した。第一に、4 つの異なるデータを用

いても 3、司法独立性の程度が似通っている国々の間で刑事共助条約が締結される傾向があ
る。ただし司法独立性の高い国がより多くの刑事共助条約を締結しやすいわけではない。第
二に、同じ法制度に属する国々の間（例えば英米法国家どうし）で刑事共助条約が締結され
る傾向がある。第三に、距離が近い国々の間で刑事共助条約が締結される傾向にある。最後
に、極めて興味深いことに、民主化のレベルは刑事共助条約の締結にはほとんど影響を及ぼ
さないことが確認された。 
同じ法制度を採用している国々の中には、例えばイギリスとシンガポールのように宗主

国―植民地関係にあったケースもあろう。イギリスとシンガポールが協力するのは、両国が
英米法を採用しているからではなく、植民地関係にあったからかもしれない。この問題に対
応するため、著者たちは法制度に加え、植民地関係も説明変数に加えて検証したが、法制度
の説明力は依然頑健であった。 
 
残された課題と今後の理論研究への含意 
 
従来の研究では民主主義に多大な関心が払われてきたが、この観点から国際関係論を理

論面から発展させる余地は大きくなかろう。第一に、戦争するかしないかの傾向以上のこと
をいうことは難しく、せいぜい「民主主義どうしは FTA を締結する」（Mansfield et al. 2002）
等の類似理論が構築される程度である。第二に、アメリカが樹立する国際制度が本当にリベ
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ラルなのか疑問の余地があるが、その点をさらに理論的に議論してもアメリカ学会では受
け入れられないであろう。また、本研究が示す通り、様々な国内要因を説明変数として考慮
すれば、民主主義の説明力はそれほど高くないのかもしれない。 
一方、本研究のような国内法制度の研究は国際関係論の理論構築に大きな影響を与える

可能性があるものの、本研究では手つかずの課題を二点指摘したい。第一に、本研究では英
米法国家どうし、大陸法国家どうしが協力する可能性が高いことを示したに留まる。それで
は、英米法国家の間で創設される国際制度と大陸法国家の間で創設される国際制度の間に
は、そもそも「質的」な違いがあるのだろうか。最近の研究では、英米法国家は拘束的な条
約よりもソフトな国際宣言を選好する（Efrat 2016）、大陸法国家は国際司法制度の（強制）
管轄権に同意しやすい（Chapman and Chaudoin 2013）等が指摘されている。今後、それぞ
れの法体系を有する国家が選好する国際協力の形態について、演繹的な形で定性的かつ理
論的に検討する研究が求められよう。 
第二に、「英米法国家と大陸法国家が協力したらどのようになるのか」という、極めて面

白く、重要な問いにも本研究は全く光を当てておらず、英米法国家と大陸法国家は協力する
可能性が低いと主張するに留まる。可能性は低くても、実際にそのような協力は存在する。
Duina (2016)は、英米法と大陸法の間の協力は可能だが、中間的などっちつかずの制度がで
きると推測している。 
本研究を契機に、国内外の（法）制度の関係性という観点から、国際制度やグローバル・

ガバナンスについての研究が一層盛んになるだろう。■ 
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著者プロフィール 
浜中慎太郎（はまなかしんたろう）。アジア経済研究所海外研究員（在ワシントン DC）。専
門は国際関係論、国際政治経済学、グローバル・ガバナンス。最近の論文に “Understanding 
the ASEAN way of regional qualification governance: The case of mutual recognition 
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注 
1 法学部の中に国際関係論研究が存在することが多い日本でこそ、異分野と思われること
の多い法学と国際関係論を接続させる研究がもっと行われてきてもよかったようにも思わ
れる。ちなみに、経済学においては、法制度の経済効果についての研究がここ 20 年で蓄
積されてきたが（牧野 2018）、国際関係論研究の最先端もその動きを追っている。 
2 刑事法を執行するために情報を収集・交換する目的で、国家間で合意された条約。 
3 Linzer and Staton (2015) 中の judicial-independence measurement、CIRI Human Rights 
Dataset、International Country Risk Guide (Law and Order variable)、World Bank Rule of 
Law indicatorの 4 つ。 
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